
『通所介護事業所』 

事業所規模による区分の確認方法について 

算定を行おうとする年度の事業所規模による、区分の変更の有無を下記により確認し、

区分が変更になる場合は、所定の届出を行ってください。 

【算定区分の確認方法】 
○引き続き事業を実施する場合 

事業所の状況 確認方法 

前年度の実績が６ヶ月以上の事業所 →①の確認方法 

前年度の実績が６ヶ月未満の事業所 →②の確認方法 

○新規開設、再開事業所の場合や定員変更した場合 

事業所の状況 確認方法 

新たに事業を開始、又は再開した事業所 

→②の確認方法 定員変更した事業所（以下の場合に限る） 
・４月１日に前年度から定員を２５％以上変更した場合 
・新規開設した年度途中に定員変更した場合 
・前年度実績が６ヶ月未満で年度途中に定員変更した場合 

○１月当たりの平均利用延人員数を算定します。 

①の確認方法  

 ・期間は、(算定を行おうとする)前年度の通所介護費を算定している月（３月を除く） 

 ・各月ごとに利用延人員数を算出。 

 ・（正月等の特別な期間を除いて）毎日事業を実施した月においては、当該月の利用

延人員数に７分の６を乗じた数とする。 

 ・各月ごとの利用延人員数を合算し、通所介護費を算定した月数（「営業月数」）で割る。 

（参考：確認表） 

  合計 

（Ａ）

月平均

（Ｂ）４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

（Ａ）÷営業月数＝（Ｂ） 

（報酬算定区分別：平均利用延人員数の計算方法） 

通所介護  介護予防通所介護相当サービス 

3～4時間（2～3時間を含む）

4～5時間 

利用者数×1/2  5時間未満 利用者数×1/2 

5～6時間、6～7時間 利用者数×3/4  5～7時間 利用者数×3/4 

7～8時間、8～9時間 利用者数× 1  7～9時間 利用者数× 1 

注１ ただし、介護予防通所介護相当サービスの利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の

最大数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支えありません。 

注２ 通所型基準緩和サービスの利用者は平均利用延人員数の計算には含めません。 



②の確認方法 

 ・利用定員の９０％に、予定される１月当たりの営業日数を乗じて得た数。 

（参考：計算式） 

利用定員×０．９×予定される１月当たりの営業日数＝

（正月等以外、毎日事業を実施の場合→「上記」×６／７ ） 
月平均（Ｂ）

注１ 「予定される１月当たりの営業日数」は、新たに事業を開始・再開又は定員変更して事業を実施す

る月から１年間（例えば、７月から事業を開始する場合は７月から翌年の６月までの１２カ月間）の

１月当たりの平均営業日数とする。 

注２ （正月等の特別な期間を除いて）毎日事業を実施している事業所については、上記で算出した数に

７分の６を乗じて得た数を１月当たりの平均利用延人員数としてください。 

○１月当たりの平均利用延人員数（Ｂ）により、事業所規模のいずれに該当するか確認 

１月当たりの平均利用延人員数 事業所規模による区分 

 （Ｂ） ≦７５０人 通常規模型 

７５０人＜ （Ｂ） ≦９００人 大規模型（Ⅰ） 

９００人＜ （Ｂ）  大規模型（Ⅱ） 

【留意事項】 

○確認の結果、事業所規模による区分の変更がない場合は、届出の必要はありませんが、

当該確認結果等を記録しておいてください。 

○事業所規模による区分については、（算定を行おうとする）前年度の１月当たりの平均

利用延人員数により算定すべき通所介護費が区分されています。 

○通所介護事業者が介護予防通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け一体的に

事業を実施している場合は、介護予防通所介護相当サービス事業所における前年度の１月

当たりの平均利用延人員数を含みます。 

【事業所規模による区分が変更になる場合の届出】 

○介護給付費算定に係る体制等届出書（体制届）により、『施設等の区分』を変更する届出

を行ってください。 

→前年度に引き続き事業を実施する場合は、３月１５日までに届出（１５日が閉庁日の場合

はその前の開庁日までに届出が必要となります。） 

→年度途中で事業所規模が変更する場合は、所定の時期までに届出 

【担当・問い合わせ先】

新潟市役所 福祉部介護保険課 指定係 

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 （市役所本館1階）
電話：025-226-1293（直通）


